
あなたらしい暮らしが
江丹別にあります

～旭川市山村定住促進補助金のご案内～

江丹別地域は，北海道第２の都市「旭川市」にありながら，豊かな森林と穏や
かな農村景観が広がる地域です。春の柔らかい⽇差しや夏の緑，秋の紅，⼀⾯の
銀世界。四季折々で様々な表情を⾒せてくれます。また，⾵味豊かな蕎⻨の名産
地。瑞々しい野菜や畜産物，チーズなどの加⼯品などなど，おいしいものもたく
さんあります。そんな江丹別地域で，あなたらしい暮らしをしてみませんか？

補助金の内容（詳細は、担当窓口にお問い合わせ下さい）

旭川市⼭村定住促進補助⾦は，振興⼭村地域である江丹別地域への移住を促進し，居住者を
増やすことで，農⼭村と都市の対流・共⽣を進め，地域の振興を進めるための事業です。

例えば・・・
家を建てる，２世帯住宅にする，改修する，セカンドハウス・移住者⽤賃貸住宅を建てる
ときなどに，その費⽤の⼀部を補助します。また，中学２年⽣までの⼦どもがいるときは，
補助に加算があります。

真っ⽩な花が美しいそば畑

旭川市山村定住促進補助金とは

■対象となる⽅
江丹別地域外から転⼊し地域の住⺠として居住する意思のある⽅や“季節移住”のように，
⼀定の期間を決めて地域に滞在される⽅。または移住される⽅⽤の住宅を建てる⽅。

■補助⾦の内容
○基本額

住宅の新築⼯事，建売住宅の購⼊，住宅の増築や改修，住宅を建築
するための⼟地購⼊などの費⽤に対して補助します。
補助額は，費⽤の５０パーセント以内で，上限３００万円です。

○住宅建設補助（加算額）
住宅の新築または建売住宅の購⼊費⽤に対し基本額に加算します。
補助額は，費⽤の１０パーセント以内で，上限１００万円です。
ただし，市内に事務所をおく会社等が建築，分譲，販売した場合に限ります。

○就学奨励補助（加算額）
世帯に「中学２年⽣までの⼦がいるとき」は,１⼈に対し２０万円を加算します。

○このほかにも，合併処理浄化槽を設置したときにも補助があります。
「旭川市浄化槽設置整備事業補助⾦」（環境部）を活⽤できます。
（例えば，５⼈槽：５２万８千円，７⼈槽：６６万１千円）
【担当窓⼝】旭川市環境部 廃棄物処理課 浄化管理係

旭川市６条通９丁⽬総合庁舎８階 ☎0166－25－6356

■嵐⼭地区に家を建てたい⽅「優良⽥園住宅⽤造成地区 ファームヒルズ嵐⼭」はいかがでしょうか？
【問い合わせ先】北海道富⼠興業株式会社 旭川市５条通８丁⽬ ☎0166－24－4040

江丹別の
おいしい名産品！



補助⾦申請の流れ

・地域や土地の状況により、住宅建設に法令上の制約がある場合があります。事前にご相談下さい。
・住宅の購入、新築、増改修の前に一度補助金の内容や手続きについてお問い合わせ下さい。

申請書（様式第１号）
添付書類と共に事前提出して下さい

申請書受理
申請内容の確認・審査

結果通知書（様式第３号）

事業着手

完了報告書（様式第６号）
報告書受理
事業の確認・審査

補助金交付・不交付決定
交付→補助金額を通知

補助金交付額の確定確定通知書（様式第７号）

請求書（様式第８号） 補助金の交付

変更承認申請書
（様式第４号）

変更決定通知書
（様式第５号）

変更申請受理
変更内容の確認

事業完了（事実の発生日）

補助金額の決定

（事実発生日から６か月以内）

・住民基本台帳に記載された日
・住宅の所有権を移転した日
・工事の完了した日

変更が生じた場合

○お問い合わせ・担当

旭川市地域振興部地域振興課 （第三庁舎３階） 電話０１６６－２５－５３１６

申請者 旭川市


